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        お知らせ 

★インボイス制度説明会開催 
 
 インボイス制度説明会が 8 月 18 日、9 月 11
日に龍野税務署で開催されます。 
 なお、説明会に参加するためには事前申し込み

が必要です。詳しくは 11 頁をご覧ください。 

楽しい懐かしい夏 
 
 このイラストは、今年の５月に当協会に入会いただきました「たかツキなほり」さんに描いていただき 

ました。 

 「たかツキ」さんは、『姿勢改善 恋するストレッチ』で第９回コミックエッセイプチ大賞（2020 年） 

受賞され、筋トレ・ジョギング・ストレッチの親しみやすいコミックエッセイを出版されています。 

 主な著書には「運動ざせつ女子が行き着いた 1分スロージョギング」・「筋力へなちょこ女子が行き着いた 

１分最弱筋トレ」・「筋トレざせつ女子が行き着いた 1 分やせストレッチ」などがあります。 

 健康的な体づくりの一環に一読してみてはいかがでしょうか？ 

    目  次 
 
人事異動･･････････････････････････2・3 
国税コーナー･････････････････････6～14 
県税コーナー･････････････････････16･17 
納税協会からのお知らせ･･･4･5､15､18～20 
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こ の 社 会 あ な た の 税 が い き て い る 

                          龍野税務署長   野 平 雄 二 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎龍野税務署（令和 5 年 7 月 10 日付） 

 

 

 

職 名 
新 任 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

署  長 野平 雄二 大阪国税局査察第一部門 
統括官 高田 哲好 

東京国税局 

保土ヶ谷税務署長 

管理運営・徴収部門 
統括官 

  武田 有美 兵庫税務署 
管理運営部門統括官 

 暑さ厳しい時節となりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人 

龍野納税協会の会員の皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び 

申し上げます。 

 また、皆様方には、平素から税務行政に対する深いご理解と多大なるご協力を 

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 この度、龍野税務署長を拝命いたしました野平でございます。 

 地域の皆様方のご支援、ご協力をいただきながら、信頼される税務行政の遂行

に向けて、全力を尽くし職務に取り組む所存でございますので、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

さて、近年、税を含むあらゆる分野でデジタルの活用が急速に広まっています。税務においてデジタ

ルの活用が広まることは、税務手続の簡便化など、納税者の利便性の向上に資するものであり、普段は

税になじみのない方でも、日常使い慣れたデジタルツール（スマートフォン、タブレット、パソコンな

ど）から、簡単・便利に手続を行うことができる環境構築を目指すなど、これまで以上に“納税者目線”

を大切に、国税電子申告・納税システム（e-Tax）の申告・納付手段の更なる充実などの各種施策に取り

組んでまいります。 

しかしながら、各種施策の効率的かつ効果的な取組は、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人

龍野納税協会の会員の皆様のご協力があってこそ、成し遂げることができるものと考えております。 

幸い、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会におかれましては、幅広い事業活動を

通じて、正しい税知識の普及と納税道義の高揚などに多大な貢献を頂いており、私ども税務行政に携わ

る者といたしましては、誠に心強く、その活動に深く敬意を表する次第であります。 

どうか、今後とも、税務行政の良き理解者として、納税環境の整備、青色申告、振替納税、 e-Taxの

更なる普及拡大、マイナンバー制度の定着など、地域に密着した事業活動を推進され、円滑な税務行政

の執行に一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げます。 

最後になりましたが、龍野納税貯蓄組合連合会及び公益社団法人龍野納税協会のますますのご発展

と、会員の皆様方のご事業のますますのご繁栄とご健勝を祈念いたしまして、着任のあいさつとさせて

いただきます。 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (３) 

正 し い 申 告 と 納 税 は 市 民 社 会 の ル ー ル で す 

 

                    西播磨県民局 龍野県税事務所長   前 田 和 哉 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎西播磨県民局 龍野県税事務所（令和 5 年 4 月 1 日付） 

職 名 
新 任 者 転 出 者 

氏 名 旧 任 氏 名 新 任 

所  長 前田 和哉 姫路県税事務所所長 川越 健生 加古川県税事務所所長 

課税１課長 長谷川 知子 姫路県税事務所 
自動車税資料課長 森本 誠二 

姫路県税事務所 
課税第１課長 

 

  

 盛夏の候、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の皆様方に 

おかれましては、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、県行政、とりわけ税務行政の推進につきまして、格別のご理解とご協力を 

賜り、厚くお礼申し上げます。 

 本年４月の人事異動によりまして、西播磨県民局龍野県税事務所に着任いたしました 

前田でございます。 

 龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の皆様方のご協力をいただきながら職責

を果たして参りたいと考えておりますので、これまでと変わらぬご指導、ご支援を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、兵庫県では、SDGs、脱炭素化、2025 年大阪・関西万博等の動きを兵庫の原動力とした、「躍

動する兵庫、新時代への挑戦」をスローガンに重点施策として「持続的に発展する兵庫経済の構築」、

「魅力あふれる地域・交流圏の形成」、「温かさと希望に満ちた社会づくり」、「安全安心基盤の強化」、

「県政の推進基盤の構築」等さまざまな事業に取り組んでいます。 

 また、西播磨県民局におきましても、「西播磨地域ビジョン 2050」に掲げる「光と水と緑でつなぐ

元気西播磨」の基本理念のもと、「元気な西播磨」、「つながる地域のきずな西播磨」、「自立の西播磨」、

「安全安心の西播磨」の４つの将来像の実現に向けた取組みとして、SDGs の視点も取り入れた、個

性あふれる事業を積極的に展開します。 

 これらの施策等を推進するためには、自主財源である県税収入の確保が最重要課題であり、県民の

皆様に信頼される税務行政を目指して、職員一同、職務に邁進する所存でございますので、皆様方の

一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 むすびに、龍野納税貯蓄組合連合会並びに公益社団法人龍野納税協会の益々のご発展と会員の皆様

方のご健勝と事業のご繁栄を心よりお祈り申し上げまして、着任のご挨拶とさせていただきます。 



 

 令和５年度収支予算書  
自 令和５年 4 月 1 日 
至 令和６年 3 月 31 日 

              単位 千円 
収 入 の 部 支 出 の 部 

補助金収入 
雑収入 
前期繰越金 

586 
－ 

358 

事業費 
経常費 
負担金 
予備費 

504 
39 
81 

320 

合  計 944 合  計 944 
 

 令和４年度正味財産増減計算書  
   令和４年 4 月 1 日～令和５年 3 月 31 日 
               単位 千円 

科目 当年度 前年度 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 
税引前正味財産増減額 
法人税住民税 
一般正味財産増減額 
一般正味財産期首残高 
一般正味財産期末残高 
正味財産期末残高 

18,622 
15,598 

3,024 
3,024 

22 
3,002 

45,552 
48,554 
48,554 

18,069 
17,322 

747 
747 

22 
725 

44,827 
45,552 
45,552 

 

 

龍野納税貯蓄組合連合会役員名簿（敬称略） 

役職名 氏   名 組合名 
会  長 頃 安  雅 樹 龍野商工業者 
副会長 木 津 眞 人 たつの市商工会 

〃 長 田   博 宍粟市 

常任理事 小 﨑 安 高  

理 事 川 中   聡 三井住友銀行窓口 

〃 庄   規 男 龍野小売酒販 

〃 出 畑 善 隆 龍野町川東 

〃 塩 谷 貴 生 揖保川町 

〃 仲 上   崇 太子 

〃 柴 原 利 春 一宮町 

監  事 中 川 照 央 室津漁協 

〃 金 輪   学 越部 

〃 渋 谷  正 孝 西兵庫信用金庫窓口 
 

(４) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

青 色 申 告 で 節 税 と 事 業 発 展 

公益社団法人龍野納税協会  定時社員総会開催 

公益社団法人龍野納税協会の令和５年度定時社員総会が去る 5 月
30 日志んぐ荘会議室において開催されました。
 令和４年度事業報告及び決算についての審議が行われ、原案どお
り承認可決されました。 
 なお、その後、令和５年度事業計画及び収支予算について報告され
ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 龍野納税貯蓄組合連合会 定例総会開催 
 
 龍野納税貯蓄組合連合会の令和５年度定例総会は、去る４月 19 日、龍野商工会議所 1 階小会議室において
開催されました。 
 令和４年度事業報告及び収支決算、令和５年度事業計画(案）及び収支予算(案）についての審議が行われ、
原案どおり承認可決されました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 令和５年度 収支予算書  
   令和５年 4 月 1 日～令和６年 3 月 31 日 
               単位 千円 

科目 当年度予算 前年度予算 

経常収益 
経常費用 
当期経常増減額 
税引前正味財産増減額 
法人税住民税 
一般正味財産増減額 
一般正味財産期首残高 
一般正味財産期末残高 
正味財産期末残高 

18,582 
17,869 

713 
713 

22 
691 
－ 
－ 
－ 

18,796 
17,286 

1,510 
1,510 

22 
1,488 

－ 
－ 
－ 

 

 令和４年度収支決算書  
    自 令和４年 4 月 1 日 
    至 令和５年 3 月 31 日 
              単位 千円 

収 入 の 部 支 出 の 部 
補助金収入 
雑収入 
前期繰越金 

407 
－ 

476 

事業費 
経常費 
負担金 
次期繰越金 

417 
27 
81 

358 

合  計 883 合  計 883 
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正 し い 申 告  す っ き り 納 税 

公益社団法人 龍野納税協会 役員等名簿  （敬称略）    令和 5 年 5 月 30 日現在 
顧問 淺 井 昌 信 ヒガシマル醤油  相談役 伊 藤 哲 郎 イトメン  

       役職名 氏名 会社名等  役職 氏名 会社名等 

会長 田 中 瑞 樹 ブンセン  理事 窪 田 修 二  三紘製作所 

副会長 谷 口 幸 三  マルタニ  〃 小 野 貴 司  新宮運送 

副会長 高 田 真 也  高田商店  〃 泉   貴 章  セイバン 

〃 桑 垣 喜 一 西兵庫信用金庫  〃 冨 田 哲 雅 龍野塩回送店 

〃 井 上   猛 兵庫県手延素麺  〃 玉 越 裕 之 玉越鉄工  

〃 山 口 恭 弘  ユーパック  〃 延 賀 海 輝 日本丸天醤油 

〃 武 内 雅 伸 武内雅伸税理士事務所  〃 植 田 誠一郎 ﾊﾘﾏｼｯﾋﾟﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ ㈱ 

〃 三 谷 恭 三 Ｏｆｆｉｃｅ  Ｍｉｔｓｕｔａｎｉ  〃 淺 井 章 一 東丸商事  

常任理事 竹 内 宏 平 旭興産   〃 山 中 新二朗 フクシン金属工業 ㈱ 

〃 井河原 敏 夫 井河原産業   〃 竹 内 鳳 三  伏見屋商店 

〃 秋 田 博 史  一宮電機  〃 松 井 弘 樹  前田組 

〃 伊 藤 充 弘 イトメン   〃 瀬 川 孝 博  マルツネ 

〃 上 林 博 幸 上林建設   〃 西 田 照 明  丸八石油 

〃 壺 阪 興一郎 山陽盃酒造   〃 三 木 弘 義 三木弘鋼材  

〃 進 藤 淳 三  進藤組  〃 川 中   聡 ㈱ 三井住友銀行 

〃 神 名 大 典  神名工務店  〃 柳 原 政 富 柳原農機･太子町商工会 

〃 片 岡 孝 次 龍野コルク工業  〃 斉 藤 純 一 龍野商工会議所 

〃 大 隣 秀 一 帝国電機製作所  〃 木 津  眞 人 たつの市商工会 

〃 三 浦 哲 也 ヒガシマル食品  〃 長 田   博 宍粟市商工会 

〃 本 條   昇  本條商店  〃 金 治 愼 一 カナジ制服 

〃 竹 田 英 雄 竹田タイヤ  〃 下 川 健次郎 下川登記測量事務所 

専務理事 小 﨑 安 高   〃 柴 原 惠 一 柴原惠一税理士事務所 

理事 福 間 雅 哉 イースター   〃 中 川 直 美 中川直美税理士事務所 

〃 池 田 和 由  イケダめがね  〃 廣 橋 由 樹 廣橋会計事務所 

〃 髙 橋 克 実  イボキン  監事 久 野 喜 作 久野喜作税理士事務所 

〃 朝 生 美 徳  うかいや  〃 萩 本 秀 樹 萩本会計事務所 

〃 福 田 浩 好 カメウチ電装  〃 木 藤 紀 宏 木藤税理士事務所 

〃 竹 田   寛 神戸マッチ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
姫路支社 ※今後の対応は担当の 

募集代理店が行います。 
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国 税 コ ー ナ ー 
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国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 (８) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 令和６年１月１日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類について適用されます。 

⑴ 解像度･階調･大きさに関する情報の保存が不要とされました。  

 国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度･階調･大きさに関する情報の保存を必要とする要件が廃止され
ました。 
 なお、これらの情報を保存しておくことは不要となりましたが、スキャナで読み取る際に守らなければならない解像度
（200dpi 以上）や階調（原則としてカラー画像）などの要件自体に変更はありません。 

⑵ 入力者等情報の確認要件が不要とされました。  

 スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認できるようにしておく
ことを求める要件が廃止されました（電子取引データ保存についても同様です。）。 

⑶ 帳簿との相互関連性の確保が必要な書類が重要書類に限定されました。 

 スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにしておく必要がある国税関係書類が、「重
要書類（契約書･領収書･送り状･納品書等のように、資金や物の流れに直結・連動する書類）」に限定されること
となりました。  
 この見直しにより、「一般書類（見積書･注文書等や納品書の写しのように、資金や物の流れに直結・連動しない
書類）」をスキャナ保存する場合については、相互関連性の確保が不要となりました。 

  ② スキャナ保存に関する主な改正事項  

  
  

③ 電子取引データ保存に関する主な改正事項  

※ 令和６年１月１日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。 

(1) 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。  

税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め（調査担当者にデータのコピーを提供すること）」に応
じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直され
ました。 

イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(２課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の
保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大されました。 

ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理さ
れた状態で提示･提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。 

(2) 令和４年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限（令和５年 12 月 31 日）をもって廃止さ
れます。  

（参考） 令和５年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存してい
る方は、令和６年１月１日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し
続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。 

(3) 新たな猶予措置が整備されました。  

次のイ･ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿
った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。 

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署
⾧が相当の理由があると認める場合（事前申請等は不要です。） 

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書
面の提示･提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合 

上記⑵の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、上記⑶の新た
な猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」に
も応じる必要がありますので、ご注意ください。  

 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (９) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(10) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (11) 

国 税 コ ー ナ ー 

令和５年８月

龍野税務署からのお知らせ  

～インボイス制度説明会を開催します～ 
  

開 催 日 時 開 催 場 所
定 

員
申 込 期 限 連 絡 先

Ｒ５.８.18（金）

14：00

～

16：00 龍野税務署

１階 大会議室 
20 名

【事前予約制】

８月 10 日（木）

龍野税務署 法人課税第１部門

<代表電話>

0791-62-0281 （内線 51）

※ 音声ガイダンスに従って「２」を選択して 

  ください。 

 Ｒ５.９.11（月） 

10：00

～

12：00

【事前予約制】 

９月４日（月）



 (12) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（次頁） 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (13) 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(14) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

国 税 コ ー ナ ー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (15) 

明 る い 社 会 に い き る 税 

 

 税務関係図書  会員様は一割引きです！ 

  ただし、この税金百科は、会員様は特別価格にて 

  発売中です！ 

 ◎新･くらしの税金百科 2023▶2024 

  身近な税情報をマンガと図解で見やすくわかりやすく解説した、 

 みんなの税金入門書。 

   好評発売中！  会員特価  1,540 円(税込) 
           定  価  1,980 円(税込) 
 
 ◎クマオーの基礎からわかる消費税 
         令和５年度税制改正対応版 
  2023 年 10 月導入のインボイス制度を基礎から“完全”理解！ 

 軽減税率、インボイス制度導入で、ますます難解になる消費税。 

 基礎から実務のポイントまで、図解や設例を多く用いてわかりや 

 すく解説。 

    (税込定価)：2,420 円 (会員価格)：2,170 円 
 

納税協会からのお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

会計王 22 

定価   44,000 円 

会員特価 30,800 円 

会員外  33,000 円 

みんなの青色申告 22 

定価     10,780 円 

会員特価  7,590 円 

会員外   8,250 円 

給料王 22 

定価   44,000 円 

会員特価 30,800 円 

会員外  33,000 円 

価格は消費税込みです 

 納税協会では、税

に関する次のような

商品をお取扱いして

おります。ソフトに

は、納税協会会員様

専用サポートなど

色々な特典をご用意

しております。お気

軽にお越しください｡ 

配信のお申込みは、

龍野納税協会ＨＰの

「最新情報」からも

できます。 

ぜひ、ご登録してい

たただき、税や経営

に役立つ情報収集に

お役立てください！ 



(16) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   令和５年度の納期限は次のとおりとなっています。 

第 1 期分 8 月 31 日(木)・第 2 期分 11 月 30 日(木) 
     納付書は、第 1期分と第 2期分をまとめて 8月に送付しています。 
    お間違いのないようにご注意願います。 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (17) 

県 税 コ ー ナ ー 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注）ただし、この免税措置（免税軽油）の取扱いは、令和６年（２０２４年）３月３１日までです。 

 ・青少年の健全育成、障害者の社会参加や高齢者の健康増進などの観点から、幅広く非課税措置が講じ
られています。 

    ①１８歳未満又は７０歳以上の人 
    ②障害者 
    ③国民スポーツ大会の競技に参加する選手がその競技又はその公式練習として 
    ゴルフを行う場合 
    ④学校の教育活動としてゴルフを行う学生、生徒、教員等 
    ⑤国際的な大会の競技に参加する選手がその競技又はその公式練習としてゴルフを 
    行う場合 



(18) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

確 か な 納 税 は 明 る い 未 来 の 架 け 橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 青年部会活動報告 
 
 ★青年部会総会開催 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

★講演会開催 

 〇 開催日   令和５年６月７日(水) 

 〇 会 場     りょう 本店 

 〇 講 師    大同生命保険（株）姫路支社  

             第二営業課長 瀬越 敏夫 氏 

 〇 テーマ    「健康経営について」 

 〇 参加者数(人社)   1７ 

★総会開催 

〇 開催日   令和５年６月７日(水) 

〇 会 場      りょう 本店 

〇 対象者    青年部会会員 

〇 参加者数(人社)   1７ 



令和 5 年 8 月 10 日            龍野納税だより            第 130 号 (19) 

深 め よ う 税 の 知 識 と 関 心 を 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆租税教室開催 
 令和５年６月１日・７日・９日に青年部会長の土井和行
氏(土井板金工業)が、たつの市立越部・龍野・誉田・揖西西
小学校の第６学年を対象に租税教室を実施しました。 
 土井さんは、例年積極的に租税教室講師をしていただい
ております。 
 次世代を担う子供達に税金の大切さを肌で感じる授業を
熱心にしていただいており、本当に感謝に堪えません。 
ありがとうございます。 
 ６月の部会総会にて顧問となられましたが、今後ともよ
ろしくお願い致します。 

★耳寄りな話 
 納税協会では、「会員を守りたい」という強い思いから、大同生命保険株式会社、ＡＩＧ損害保険

株式会社、アフラック生命保険株式会社の３社と共同して福祉制度推進事業を推進しております。 

 ところで、上記 3 社の各種保険にご契約の方は、団体割引が適用されるのは、ご存じでしょうか。 

 例えば、既に、アフラックのがん保険等を個別扱いにてご契約の方は、下記の図のように、納税

協会の集団扱いとすることで月掛けの保険料がお得になる場合があります。 

 会員企業の事業主さんだけでなく、従業員の方も現在ご加入の保障内容や振替口座を変更するこ

ともなく、会員企業様に簡単な手続きをして頂くだけで、保険料がお安くなる場合があります。 

 現在、上記 3 社から電話等でお声がけをしておりますが、集団扱いの事業所としてご登録が未だ

の会員事業所様には、是非この機会にお手続きをしていただきますようお願いします。 



(20) 第 130 号            龍野納税だより            令和 5 年 8 月 10 日 

一 人 一 人 の 納 税 が 明 る い 社 会 を つ く り ま す 

 

 中学生の「税についての作文」募集        詳しくは国税庁ＨＰ参照 
〇応募資格 中学生 
〇用  紙 原稿用紙(400 字詰め)3 枚･1,200 字以内（題名を含む） 
〇提 出 先 あなたの中学校を通じて、龍野納税貯蓄組合連合会へ提出してください。 
〇締 切 日 龍野納税貯蓄組合連合会へお問い合わせください。（℡0791-62-1700） 
〇発  表 令和５年 11 月上旬、学校を通じ入選者に通知いたします。 
      入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 
 
小学生の「税に関する書道・ポスター」募集 

〇応募資格 小学生 
〇用 紙 【書  道】 半紙(白色縦 32.4 ㎝・横 23.3 ㎝) 
     【ポスター】 画用紙(白色縦 39.2 ㎝・横 54.2 ㎝四つ切) 
〇提出先 あなたの小学校を通じて、租税教育推進連絡協議会（事務局は龍野税務署内） 
    へ提出してください。 
〇締切日 租税教育推進連絡協議会(龍野税務署総務課 ℡0791-62-0281)へお問い合わせく 
    ださい。 
〇発 表 令和５年 11 月頃の予定 
     入選作品については、機関紙等に学校名・氏名・学年を掲載し紹介します。 

 

 


